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Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本

的な事項 
 

１ 森林整備の現状と課題 

本市は、山口県の東西の中央に位置し、瀬戸内海周防灘に面し、気候は温暖で１級河川･佐波

川を擁し下流流域に干拓により造成された、広大な防府平野によって集落が形成されている。 

本市は歴史が古く、奈良時代に周防の国府が置かれ、政治の中心である国衙等文化財を数多

く有している。 

     本市の総面積は１８，９３７ｈａであり、森林面積は９，７３０ｈａで、総面積の５１％を

占めている。民有林の面積は９，６７２ｈａで、そのうちスギ、ヒノキを主体とした人工林の

面積は２，７１７ｈａであり人工林率は２８％で県平均４２％を下回っている。また、７齢級

以下の若い林分は４５０ｈａで１７％と成熟化しつつあるものの、伐期の長期化等に伴い、依

然として保育が必要な林分が多い。 

本市の森林の状況は、マツ（林）が１６％、その他広葉樹が６４％、スギ・ヒノキ１５％と

なっている。昭和４０年代から松くい虫の被害を受け、次第にマツ（林）が減少し、その他広

葉樹が拡大している。 

本市の人工造林事業は木材価格の低迷等もあり、あまり進んでいないのが現状であるが、北

部の久兼奥畑地区は、昔からスギ、ヒノキの造林が盛んに行われている。齢級別構成は、他地

区に比べて高いが、今後も継続的に保育や間伐等を適正に実施していくことが重要である。 

     その他の区域では全般的に花崗岩地帯で土壌が悪く、優良な木材生産は困難である。また、

大半を占めていたマツ（林）が松くい虫の被害により荒廃し、土砂災害が起こりやすくなって

いる。 

市街地や住宅地、商工業地等の中心部では、人口の集中、増加や市街地の拡大に伴う緑の減

少を招いているが、平成１１年１月策定の「緑の基本計画」に基づいて緑地の充実を図り豊か

な緑の環境作りが今後展開される。 

また、森林の機能に対する市民の期待は近年多様化、高度化しており、この期待に応えるた

め質の高い森林整備が必要となる。このため、市街地の近くに位置する大字上右田三谷地区、

矢筈地区に県営広域総合生活環境保全林整備事業により、遊歩道、管理棟、広場等が整備され、

自然林改良により多種類の広葉樹の植栽等が平成１２年３月に完了した。また、将来は、森林

とのふれあい及び有効活動を考慮し、生涯学習等を目指した森林整備が望まれる。 

 

２ 森林整備の基本方針 

（１）地域の目指すべき森林資源の姿 

  森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させ 

るため、各機能の充実と機能間の調整を図り、適切な森林施業の実施により、健全な森林資 

源の維持増進を図るものとする。なお、各機能に対応した望ましい森林資源の姿は、次のと 

おりとする。 

森林の機能 望ましい森林資源の姿 

水源涵
か ん

養機能  下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄え

る隙間に富んだ浸透・保水能力の高い森林土壌を有する森林で

あって、必要に応じて浸透を促進する施設等が整備されている

森林 
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山地災害防止機能／土壌保全

機能 

 下層植生が生育するための空間が確保され適度な光が射し込

み、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し土壌を保持す

る能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施

設等が整備されている森林 

快適環境形成機能 樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物質の

吸着能力が高く、諸被害に対する抵抗性が高い森林 

保健・レクリエーション機能 身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、

多様な樹種等からなり、住民等に憩いと学びの場を提供してい

る森林であって、必要に応じて保健・教育活動に適した施設が

整備されている森林 

文化機能  史跡、名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風

致を構成している森林であって、必要に応じて文化活動に適し

た施設が整備されている森林 

生物多様性保全機能 原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸

域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林 

木材等生産機能  木材の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良

好な樹木により構成され、成長量が高い森林であって、林道等

の基盤施設が適切に整備されている森林 

 

（２）森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策 

 （１）で掲げる森林の有する機能について、それぞれの機能の維持増進を図り、望ましい、森

林資源の姿に誘導するための森林整備と森林施業の推進方策に係る基本的な考え方は、次のとお

りにする。 

森林の機能 森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策 

水源涵養機能 洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、適切

な保育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる

施業を基本とするとともに、伐採に伴って発生する裸地につい

ては、縮小及び分散を図る。 

また、立地条件や市民のニーズ等に応じ、天然力も活用した

施業を推進する。 

ダム等の利水施設上流部等において、水源涵養の機能が十分

に発揮されるよう、適切な管理を推進することを基本とする。 

山地災害防止機能／土壌保全

機能 

災害に強い市土を形成する観点から、地形、地質等の条件を

考慮した上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進

する。また、立地条件や市民のニーズ等に応じ、天然力も活用

した施業を推進する。 

集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等にお

いて、土砂の流出防備等の機能が十分に発揮されるよう、適切

な管理を推進するとともに、渓岸の侵食防止や山脚の固定等を

図る必要がある場合には、谷止や土留等の施設の設置を推進す

ることを基本とする。 

快適環境形成機能 地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防

備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、

樹種の多様性を増進する施業や適切な保育・間伐等を推進す
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る。 

快適な環境の保全のための適切な管理、防風、防潮等に重要

な役割を果たしている海岸林等の保全を推進する。 

保健・レクリエーション機能 市民に憩いと学びの場を提供する観点から、立地条件や市民

のニーズ等に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を

推進する。 

また、保健等のための適切な管理を推進する。 

 

文化機能 美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進する。 

また、風致のための適切な管理を推進する。 

生物多様性保全機能 原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸

域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林などの

属地的に機能の発揮が求められる森林を生物多様性保全機能の

維持増進を図る森林として保全する。 

また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全

を推進する。 

木材等生産機能 木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点

から、森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の

林木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐等を推進す

ることを基本とする。この場合、施業の集約化や機械化を通じ

た効率的な整備を推進することを基本とする。 

 

３ 森林施業の合理化に関する基本方針   

   市内の森林の分布状況を分析し、地域に適合した合理的な施業方法を検討した上で、国及び

県、市間の相互の連絡を密にし、森林施業の協同化や各種基盤整備等、長期的展望に立った林

業諸政策の総合的な実施を計画的に推進することとする。 

   また、森林組合等は個人等からの林業経営の受委託を推進し、路網関係者の合意形成を進め、

森林作業道の開設を推進することにより、森林施業の合理化を図る。 
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Ⅱ 森林の整備に関する事項 
第１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

 

１ 樹種別の立木の標準伐期齢 

地 域 

樹       種 

スギ ヒノキ 
コウヨ

ウザン 
マツ類 

その他 

針葉樹 
クヌギ 

その他 

広葉樹 

全  域 ４０年 ４５年 １５年 ３０年 ４５年 １０年 ２０年 

 

２ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

  立木の伐採のうち主伐は、更新を伴う伐採であり、その方法は、皆伐又は択伐によるものと

する。 

 伐採後の適確な更新の確保に当たっては、あらかじめ適切な更新方法を計画し、その方法を

勘案して伐採を行うこととする。特に、伐採後の更新を天然更新による場合は、天然稚樹の生

育状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮するとともに、稚樹の生育の支障とならないよう枝

条類を整理する。また、人工造林により行われる場合には、伐採後の地拵えや植栽等の支障と

ならないよう枝条類を整理する。 

  また、林地の保全、落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止及び風致の維持並びに渓流周

辺や尾根筋等の森林における生物多様性の保全等のため必要がある場合には、人工林・天然林

を問わず所要の保護樹帯を設置する。 

  さらに、花粉の発生源となるスギ等の人工林の伐採・植替え等を促進する。 

 

（１）主伐時における立木の伐採方法 

  主伐時における立木の伐採方法に当たっては、次の①～⑤に留意するものとする。 

  ① 持続的な林業の確立に向けて、立木の買付けや伐採の作業受託の際に、森林所有者に 

   対して、再造林の必要性等を説明し、その実施に向けた意識の向上を図るとともに、伐 

採と造林の一貫作業の導入等による作業効率の向上に努める。  

② 林地の崩壊の危険のある箇所、渓流沿い、尾根筋等については、森林所有者等と話し 

 合い、林地の保全及び生物多様性の保全に支障が生じないよう、伐採の適否、択伐、分 

散伐採その他の伐採方法及び更新の方法を決定する。  

③ 伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を超えて伐採（誤伐）しな 

 いように、あらかじめ伐採する区域の明確化を行う。  

④ 林地の保全及び生物多様性の保全のため、保残する箇所・樹木を森林所有者等と話し 

 合い、必要に応じて渓流沿い、尾根筋での保護樹帯の設定、野生生物の営巣に重要な空 

洞木の保残等を行う。なお、これらの箇所に架線や集材路を通過させなければならない 

場合は、その影響範囲が最小限となるよう努める。  

⑤ 気候、地形、土壌等の自然条件を踏まえ、森林の有する公益的機能の発揮を確保する 
 ため、伐採の規模、周辺の伐採地との連担等を十分考慮し、伐採区域を複数に分割して 
一つの区域で植栽を実施した後に別の区域で伐採したり、帯状又は群状に伐採すること 
により複層林を造成したりするなど、伐採を空間的、時間的に分散させる。 
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（２）主伐時における立木の集材方法 

主伐時における立木の集材方法に当たっては、次の①～⑥に留意し、現地の状況により行 

うものとする。 

① 集材路・土場は、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化 

による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設する等の措置を講じ 

る。  

② 集材路・土場の路面のわだち掘れ、泥濘化、流路化を避けるため、降雨等により路盤 

が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太等の敷設など 

により、路面のわだち掘れ等を防止する。  

③ 伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の上方に位置する場合には、伐 

倒木、丸太、枝条・残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払う。  

④ 伐採後の植栽作業を想定して伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行 

えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と 

現場の後処理等の調整を図る。  

⑤ 枝条等が雨水により渓流に流出することがないように対策を講じ、沢に近い場所への 

集積は避ける。  

⑥ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならない 

ように留意し、枝条等を山積みにすることを避ける。 

 

区分 標 準 的 な 方 法 

皆伐 

  皆伐は、主伐のうち択伐以外のものとする。 

皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然的条件及び公益的機能の確保についての

必要性を踏まえ、伐採跡地が連続することがないよう特に留意しつつ、適切な伐採区域

の形状、伐採区域のモザイク的配置に配慮し、１箇所当たりの伐採面積は、おおむね２０

ｈａ以下（ただし、伐採箇所の面積の限度が指定されている保安林等の制限林にあって

は、その制限の範囲）とする。 

また、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間には、少なくとも周辺森林の成

木の樹高程度の保残帯を設け、適確な更新を図ることとする。 

伐採の時期については標準伐期齢以上を目安とし、人工林の主伐は、樹種ごとの生産

目標に応じて行うものとする。なお、高齢級の森林が増加すること等を踏まえ、公益的機

能発揮との調和に配慮しつつ、木材等資源の安定的かつ効率的な循環・利用を考慮して、

多様化、長期化を図る。 

  また、森林の生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣、餌場、隠れ場として重要

な立木等の保残にも努める。 

択伐 

  択伐は、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であって、

単木・帯状又は樹群を単位として、伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行うもので

あり、材積にかかる伐採率は３０％以下（伐採後の造林が植栽による場合にあっては 

４０％以下）とする。 

なお、択伐に当たっては、天然下種更新及び樹下植栽が確実な林分で行うこととし、伐

採に当たっては、森林の生産力及び公益的機能の維持増進が図られる林分構造に誘導す

ることを目標に、一定の立木材積を維持する。 
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３ その他必要な事項 

伐採時に発生する枝条等の林地残材は、森林バイオマス等としての利用の推進に努める。 

なお、林地残材を搬出しない場合は、流木被害の一因とならないよう適切な処理を行う。 

伐採後の的確な更新を図るため、木材の搬出に当たっては、適切な搬出方法を選択し、土砂

の崩壊又は流出の防止に努める。 
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第２ 造林に関する事項 

１ 人工造林に関する事項 

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の発揮の必

要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が期待され、将来に

わたり育成単層林として維持する森林において行う。 

なお、花粉発生源対策の加速化を図るため、花粉の少ない苗木（無花粉苗木、少花粉苗木、

低花粉苗木及び特定苗木をいう。以下同じ。）の植栽、広葉樹の導入等に努める。 

また、特に成長に優れ、造林の省力化・低コスト化及び収穫までの期間短縮が期待できる特

定苗木や早生樹についても導入を促すとともに、花粉の少ない苗木の増加に努める。 

 

（１） 人工造林の対象樹種 

人工造林の対象樹種は、気候、地形、土壌等の自然条件を把握した上で、適地適木を原則

として、木材の利用状況等を勘案するとともに、郷土樹種や広葉樹も考慮して、次のとおり

とする。 

 

区分 樹種名 備考 

人工造林の

対象樹種 

スギ、ヒノキ、コウヨウザン、アカマツ、クロマツ、コウヤマキ、

イヌマキ、モミ等の針葉樹及びクヌギ、コナラ、ケヤキ、ヤブツバ

キ、クスノキ、ヤマザクラ、センダン、ヤマグワ、モッコク、イヌ

エンジュ、サカキ、イタヤカエデ、ウリハダカエデ、ヤマモモ、ク

リ、シイ類、カシ類等の広葉樹 

 

   注）上記に定められた樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、林業普及指導員又は市の林

務担当部局とも相談の上、適切な樹種を選択するものとする。 

    

（２） 人工造林の標準的な方法 

森林の確実な更新を図るため、現地の状況に応じた苗木を植栽することとし、コンテナ

苗の活用や伐採と造林の一貫作業システムの導入に努める。 

    なお、伐採者と造林者が異なる場合は、伐採前から両者が連携して、人工造林の低コスト

化に努める。 

 

  ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数 

 樹  種 仕立ての方法 標準的な植栽本数（本／ｈａ） 備 考 

ス    ギ 中仕立て ３，０００  

ヒ ノ キ 中仕立て ３，０００  

マ ツ 類 中仕立て ４，０００  

広  葉  樹 中仕立て ３，０００  

※１ 複層林施業における植栽にあっては、１ｈａ当たり１，０００本以上を基礎として上層木

の残存本数を考慮して定めるものとする。 

２ 効率的な施業の観点から、技術的合理性に基づくものについては、現地の状況に応じ、林

業普及指導員又は市の林務担当部局とも相談の上、１ｈａ当たり１，０００本以上とする。 
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イ その他人工造林の方法 

区   分 標  準  的  な  方  法 

地拵えの方法 

  棚積み地拵えを基本とし、植栽木の生育及び下刈作業に支障となら

ない方法で行うものとする。また、林地の保全及び林地の乾燥を避け

るため、尾根筋や沢筋等では植栽木の成育に支障のない限り、造林地

内に広葉樹類を残すものとする。 

植付けの方法 

１ 裸苗 

 植穴は、直径３０ｃｍ以上、深さ３０ｃｍ以上とし、植穴の中に落

ち葉やゴミなどを入れないように注意し、植付後は苗木の周りを十分

に踏み固めるとともに、落葉類で被覆し、乾燥を防ぐものとする。 

２ コンテナ苗 

 植穴は、コンテナ苗専用の植栽器具等を使用して堀り、根鉢と土の

間に隙間がないように植付する。植付後は苗木の周りを十分に踏み固

めるとともに、落葉類で被覆し、乾燥を防ぐものとする。 

植栽の時期 

１ 裸苗 

 苗木の生理的条件及び気象条件を考慮し、春植えでは２～４月、秋

植えでは１０～１１月に行うものとする。 

２ コンテナ苗 

 年間を通じて適切な時期に行うものとする。 

 

（３）伐採跡地の人工造林をすべき期間 

森林の有する公益的機能の維持及び早期回復並びに森林資源の造成のため、人工造林を行

うものにあっては、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して２年以内

に更新するものとする。 

また、択伐による伐採跡地については、伐採による森林の公益的機能への影響を考慮し、

当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年以内に更新するものとす

る。 

 

２ 天然更新に関する事項 

  天然更新については、前生稚樹の生育状況、母樹の存在など森林の状況、気候、地形、土壌

等の自然的条件、林業技術体系等からみて、主として天然力の活用により適確な更新が図られ

る森林において行う。 

 

（１）天然更新の対象樹種 

    天然更新の対象樹種は、適地適木を原則として、自然条件、周辺環境等を勘案し、将来高 

木となりうる樹種を次表のとおり定める。 

天然更新の対象樹種 針葉樹及びシイ・カシ類、ナラ類、ヤマザクラ、ヤブツ

バキ、ソヨゴ、シロダモ、エノキ、アカメガシワ、タブノ

キ、コシアブラ、リョウブ、エゴノキ、サカキ、ヒサカ

キ、ヤマグワ、カラスザンショウ等の広葉樹 

 ぼう芽による更

新が可能な樹種 

シイ・カシ類、ナラ類、ヤマザクラ、ヤブツバキ、ソヨ

ゴ、シロダモ、エノキ、アカメガシワ、タブノキ、コシア

ブラ、リョウブ、エゴノキ、サカキ、ヒサカキ等の広葉樹 

 



9 
 

（２）天然更新の標準的な方法 

ア 天然更新の対象樹種の期待成立本数 

   天然更新の対象樹種について、天然更新すべき立木の本数の基準となる期待成立本数を

次のとおり定める。 

樹  種 
期待成立本数（本／ｈ

ａ） 

針葉樹及びシイ・カシ類、ナラ類、ヤマザクラ、ヤブツバ

キ、ソヨゴ、シロダモ、エノキ、アカメガシワ、タブノキ、

コシアブラ、リョウブ、エゴノキ、サカキ、ヒサカキ、ヤマ

グワ、カラスザンショウ等の広葉樹 

１０，０００ 

（左記の樹種が混在して

成立した状態の本数とし

て定める） 

   

 イ 天然更新すべき立木の本数  

天然更新を行う際には、天然更新の対象樹種のうち草本類の背丈を超えたものが期待成 

立本数に１０分の３を乗じた本数以上となるよう更新すべきものとする。 

 

天然更新すべき立木の本数 ＝ １０，０００（本／ha）× ３／１０ 

                   ＝  ３，０００（本／ha） 

 

ウ 天然更新補助作業の標準的な方法 

区 分 標準的な方法 

地表処理 天然下種更新を行う場合は、保存すべき母樹の選定に当たり、林床

の状況、母樹の配置状況等に配慮するものとし、ササや粗腐植の堆積

等により天然稚樹の発生が阻害されている箇所では、かき起こし、枝

条処理等を行う。 

刈出し  ササ、シダ類などの下層植生により天然稚樹の生育が阻害されてい

る箇所について行う。 

植込み 天然稚樹やぼう芽の発生・生育状況等から十分な更新が確保できな

い箇所に必要な本数を植栽する。 

芽かき ぼう芽更新を行う場合は、目的樹種のぼう芽の状況や根株の配置等

を考慮して、必要に応じて芽かき（ぼう芽整理）を行う。 

なお、ぼう芽の仕立て本数は１株当たり３本を標準とし、成長見込

みのある伸びの良いものを残し他は切り除く。 

 

（３）伐採跡地の天然更新をすべき期間 

天然更新を行うものにあっては、森林の有する公益的機能の維持及び早期回復のため、必

要に応じて天然更新補助作業を実施し、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日か

ら起算して５年以内に更新するものとする。 

 

（４）天然更新完了の確認方法 

天然更新状況の確認は、当該伐採の後、一定期間を経過した時期（当該伐採が終了した日

を含む年度の翌年度の初日から起算して５年以内）に行うこととし、天然更新すべき立木の

本数（３，０００（本／ｈａ））以上の更新が確認されたことをもって更新完了とする。 

なお、確認を行った結果、天然更新すべき立木の本数に満たず、天然更新が困難であると

判断される場合には天然更新補助作業又は人工造林の実施により、確実に更新を図る。 
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３  植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項 

（１）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準 

    植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準は以下のとおりとする。 

 

 （２）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在 

 

森 林 の 区 域 備           考 

該当なし  

 

４ 森林法第１０条の９第４項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準 

（１）造林の対象樹種 

     ア 人工造林の場合 

      １の（１）による。 

     イ 天然更新の場合 

      ２の（１）による。 

 

（２）生育し得る最大の立木の本数 

     伐採跡地（植栽によらなければ適確な更新が困難な森林を除く）における植栽本数の基準 

として定める天然更新の対象樹種の立木が５年生の時点で生育し得ると想定される最大の

立木の本数は、２の（２）のアに定める「天然更新の対象樹種の期待成立本数」に準じ

て、１０，０００（本／ｈａ）とする。 

    なお、伐採跡地においては、草本類の背丈を越えたものが当該本数に１０分の３を乗じた

本数（３，０００本／ｈａ）以上となるよう更新すべきものとする。 

 

５  その他必要な事項 

      国・県の補助事業等の活用による造林を推進する。  
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第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他 

間伐及び保育の基準 
 

１ 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 

樹種 施業体系 
植栽本数 

（本／ｈａ） 

間伐を実施すべき標準的な林齢（年） 
標準的な方法 備考 

初回 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 

スギ 

中仕立て 

 

（一般材） 

 

 

（大径材） 

 

 

3,000 

 

 

3,000 

 

 

13～16 

 

 

13～16 

 

 

17～21 

 

 

17～21 

 

 

22～30 

 

 

22～30 

 

 

 

 

 

32～55 

 

 

 

 

 

60～70 

１間伐率 現に樹冠疎密度が１

０分の８以上の森林について
、間伐を実施したとしても、
おおむね５年後に樹冠疎密度

が１０分の８以上に回復する
ことが見込まれる森林におい
て、間伐材積率３５％以内で

行うこととする。 
 
２間伐木の選定 林分構造の適

正化を図るよう形質不良木等
に偏ることなく行うこと。 

 

３間伐実施時期の間隔 
 標準伐期齢未満 10～15 年 
 標準伐期齢以上 20～25 年 

 
４その他 森林の状況に応じ

て､高性能林業機械の活用に

適した伐採等効率的な施業の
実施を図ること。 

 

ヒノキ 

中仕立て 

 

（一般材） 

 

 

（大径材） 

 

 

3,000 

 

 

3,000 

 

 

19～24 

 

 

19～24 

 

 

22～32 

 

 

22～32 

 

 

 

 

 

25～48 

 

 

 

 

 

40～65 

 

 

 

 

 

58～80 
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２ 保育の種類別の標準的な方法 

 

３ その他必要な事項 

該当なし 

保育

の種

類 

樹種 

実施すべき標準的な林齢及び回数 

標準的な方法 備考 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 20 

下刈り 

スギ 

 

ヒノキ 

 

その他

の造林 

樹種 

１ １ １ １ １ １ １            

１対象林分 周辺の雑草木が造林木 

の成長に支障を及ぼしている林分 
２実施時期 ６月～９月 
３回数  通常年１回、雑草木の繁茂 

が著しい場合は年２回、全刈り又 
は筋刈り、坪刈りとする。 

４その他 時期を逸した作業は、か

えって寒風害等造林木に支障を及
ぼす危険があるので留意するこ
と。 

 

つる切

り 
       １ １  １   １     

１対象林分 下刈り終了後、林分が 
閉鎖するまでの間で、つる類が発 
生している林分 

２実施時期 ６月～９月 
３方法  通常、除伐作業と平行して 

行うが、つる類の発生が著しい箇 

所においては必要の都度行うこと。 

 

除伐          １    １     

１対象林分 下刈り終了後、間伐を 

行うまでの間に、造林目的以外の 
樹種及び形質不良な目的樹種で、 
他の造林木の生育助長のため除去 

する林木の混在する林分 
２実施時期 ６月～９月 
３回数 １～２回とし、急激な疎開

は避けること。 

 

枝打ち 

スギ       ①   １   １    １  

１対象林分 節を少なく、また小さ 
くして、無節材、小節材等の優良 

材生産を目的とする林分 
２実施時期 １０月～３月下旬（厳

寒期を避ける） 

３その他  枝打ち開始時の枝下径、 
枝打ち後の枝下径、枝下高、枝打 
ち回数は個々の経営目標に沿った 

ものとする。 
  ①：初回枝打ち前において、幼齢  
 木のすそ部の枝を除去する「ひも 

 打ち」については、必要に応じ適
宜実施する。 

 

ヒノキ    

 

 

 

 

①   １   １   １   １  
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第４ 早生樹に関する事項 
 

再造林の確実な実施が求められる中、従来からの造林樹種に比べて特に成長に優れた早生樹

については、再造林の省力化、低コスト化及び短伐期化が可能な樹種として、活用が期待され

ている。 

このため、これまでの人工造林に関する指針に加え、代表的な樹種の施業モデルを示す。 

なお、早生樹は、水分、養分、陽光等への要求度が高く、適地に植栽してはじめてそのポテ 

ンシャルを発揮することから、各樹種の特性に十分留意の上、植栽地を決定する。 

 

１ 早生樹の施業モデル 

（１）コウヨウザン 

土壌が深く、肥沃で湿潤な土地に植栽する。 

また、風害に弱いとされることから、風衝地や風が集まる場所への植栽は避ける。 

なお、シカやノウサギによる苗木への被害が見られることから、生息地での植栽時には 

対策が必要である。 

 

ア 人工造林の標準的な方法 

（ア）人工造林の植栽本数  

植栽本数（本／ha） １，５００本程度 

 

（イ）保育の標準的な方法 

保育の種類 
実施林齢 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 

下刈り 〇 〇 〇 △ △           

除伐      〇 

    注 間伐は必要に応じて実施する。 

 

（２）センダン 

光要求度が高く、被陰下への植栽は成長の著しい低下を招くことから避けるものとし、谷 

部や斜面下部、平地などの肥沃で湿潤、かつ排水が良好な土地に植栽する。 

また、凍害に弱いことから、高標高地での植栽は避ける。 

なお、苗木へのシカの食害が見られることから、生息地での植栽時には対策が必要であ 

る。 

 

ア 人工造林の標準的な方法 

（ア）人工造林の植栽本数  

植栽本数（本／ha） ４００本程度 

注 低密度植栽は、補植や適切な保育管理を前提とする。 

 

（イ）間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 

施業体系 間伐時期（年） 

初回 2 回目 
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仕立本数 ７０本／ha 
５～６ ８～９ 

 

（ウ）保育の標準的な方法 

保育の種類 
実施林齢 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 

下刈り 〇 〇 △             

芽かき 直材生産を目指す場合は、目標材長が確保できるまで芽かきを行う 

注 植栽後は、適宜つる切りを実施する。 
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第５ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 
 

１ 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法 

 （１）区域の設定 

公益的機能別施業森林の区域については、次表の基準で設定することとし、別表１に定め

る。 

区域名 設定基準 

水源の涵養の機能の維持増進を図る

ための森林施業を推進すべき森林

（水源涵養機能維持増進森林） 

下記いずれかに該当する森林において設定する。 

① 水源かん養保安林、干害防備保安林 

② ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周

辺の森林、地域の用水源として重要なため池、遊水池、

渓流等の周辺に存する森林  

③ 水源涵養機能の評価区分が高い森林 等 

土地に関する災害の防止及び土壌の

保全の機能の維持増進を図るための

森林施業を推進すべき森林 

（山地災害防止／土壌保全機能維持

増進森林） 

下記いずれかに該当する森林において設定する。 

① 土砂崩壊防備保安林、土砂流出防備保安林 

② 砂防指定地周辺、山地災害危険地区等や山地災害の発

生により人命・人家等施設への被害のおそれがある森林 

③ 山地災害防止機能の評価区分が高い森林 等 

快適な環境の形成の機能の維持増進

を図るための森林施業を推進すべき

森林 

（快適環境形成機能維持増進森林） 

下記いずれかに該当する森林において設定する。 

①  飛砂防備保安林、潮害防備保安林、防風保安林、防火

保安林 

② 市民の日常生活に密接な関わりを持ち、騒音や粉塵等

の影響を緩和する森林、風害、霧害等の気象災害を防止

する効果が高い森林 

③ 生活環境保全機能の評価区分が高い森林 等 

保健文化機能の維持増進を図るため

の森林施業を推進すべき森林 

（保健文化機能維持増進森林） 

下記いずれかに該当する森林において設定する。 

① 保健保安林、風致保安林 

② 都市緑地法に規定する緑地保全地域及び特別緑地保全

地区、都市計画法に規定する風致地区、文化財保護法に

規定する史跡名勝天然記念物に係る森林、キャンプ場・

森林公園等の施設を伴う森林などの市民の保健・教育的

利用等に適した森林、史跡等と一体となり優れた自然景

観等を形成する森林及び原生的な森林生態系、希少な生

物が成育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の

生物が成育・生息する渓畔林などの属地的に生物多様性

機能の発揮が求められる森林 

③ 保健文化機能の評価区分が高い森林 等 
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 （２）施業の方法 

   公益的機能別施業森林の施業については、次表の基準によることとし、森林の区域につい 

ては別表２に定める。 

区域名 森林施業の方法 

水源の涵養の機能の維持増進を図る

ための森林施業を推進すべき森林 

（水源涵養機能維持増進森林） 

 当該区域においては、伐期の間隔を拡大するとともに、

皆伐によるものについては伐採面積の規模縮小を図る。 

 なお、当該区域内の森林における伐期齢の下限を次のと

おり定める。 

森林の伐期齢の下限 
 

地 域 

樹       種 

スギ ヒノキ 
コウヨ

ウザン 
マツ類 

その他 

針葉樹 
クヌギ 

その他 

広葉樹 

全  域 ５０年 ５５年 ２５年 ４０年 ５５年 ２０年 ３０年 

土地に関する災害の防止及び土壌の

保全の機能の維持増進を図るための

森林施業を推進すべき森林 

（山地災害防止／土壌保全機能維持

増進森林） 

これらの区域においては、複層林施業を行う。 

なお、特にこれらの公益的機能の発揮を図るべき森林に

ついては択伐による複層林施業を行う。 

ただし、適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林

分においても、機能の確保が可能と見込まれるものにあっ

ては、長伐期施業（標準伐期齢の概ね２倍に相当する林齢

を超える林齢において主伐を行う森林施業）により皆伐を

行うことも可能とする。 

この場合、長伐期施業を推進すべき森林における皆伐に

ついては、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図

る。 

また、保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を

推進すべき森林のうち、特に、地域独自の景観等が求めら

れる森林において、風致の優れた森林の維持又は造成のた

めに必要な場合には、特定の樹種の広葉樹を育成する森林

施業を行う。 

 

長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限 

 

 

 

地 域 

樹       種 

スギ ヒノキ 
コウヨ

ウザン 
マツ類 

その他 

針葉樹 
クヌギ 

その他 

広葉樹 

全  域 ６４年 ７２年 ２４年 ４８年 ７２年 １６年 ３２年 

快適な環境の形成の機能の維持増進

を図るための森林施業を推進すべき

森林 

（快適環境形成機能維持増進森林） 

保健文化機能の維持増進を図るため

の森林施業を推進すべき森林 

（保健機能維持増進森林） 
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２ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域内

における施業の方法 

  （１）区域の設定 

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域については、

次表の基準で設定することとし、別表１に定める。 

区域名 対象森林 

木材の生産機能の維持

増進を図るための森林

施業を推進すべき森林

（木材生産機能維持増

進森林） 

 下記いずれかに該当する森林で、自然的条件等から一体として

森林施業を行うことが適当と認められる森林について設定する。 

① 木材生産に適した森林、林道等開設状況等から効率的な施業が

可能な森林 

② 木材生産機能の評価区分が高い森林 

③ 経営管理実施権の設定が見込まれる森林 

 木材の生産機能の

維持増進を図るた

めの森林施業を推

進すべき森林のう

ち、特に効率的な施

業が可能な森林 

以下の森林を参考とし、区域を設定する。 

なお、災害が発生する恐れのある森林は、対象外とする。 

① 人工林を中心とした林分構成 

② 林地生産力が高い森林 

③ 傾斜が比較的緩やかな森林 

④ 林道等や集落からの距離が近い森林 

 

  （２）施業の方法 

２（１）で区域の設定を行った木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進

すべき森林における森林施業の方法については、次表のとおりとする。 

区域名 森林施業の方法 

木材の生産機能の維持

増進を図るための森林

施業を推進すべき森林

（木材生産機能維持増

進森林） 

 生産目標の径級に達した時点以降で主伐を行うこととし、皆

伐を基本とする。 

 また、森林施業の集約化等を通じた効率的な森林整備を推進

する。 

 木材の生産機能の

維持増進を図るた

めの森林施業を推

進すべき森林のう

ち、特に効率的な施

業が可能な森林 

 人工林については、原則として、皆伐後には植栽による更新

を行う。 

 

３ その他必要な事項 

  該当なし 
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第６ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

１ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針 

   森林の保続培養を可能とする適正な伐採後の造林や間伐などの森林施業が長期的視点に立

って継続的な実施が図られることを目指して、長期の施業の受託、森林の経営の受託等によ

る森林の経営の規模の拡大を推進する。 

 

２ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策 

不在村森林所有者を含めた森林所有者等への働きかけを行うとともに、長期の施業の受委託

などにより施業集約化に取り組む森林組合等に対する情報提供、助言・あっせん等を行い、森

林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進する。 

その際、長期の施業等の委託が円滑にすすむよう、林地台帳制度等の運用による森林所有者

情報の精度向上を図るとともに、その情報提供を促進する。あわせて、航空レーザ計測・解析

等により新たに整備した森林資源情報の公開についても促進する。 

 
３ 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項 

森林の経営の委託者と受託者が契約を締結するに当たっては、立木の育成権の委任の程度

等について双方で十分に協議し、齟齬が生じないよう十分留意する。 

 

４ 森林経営管理制度の活用に関する事項 

森林所有者が自ら森林組合等に施業の委託を行うなどにより森林の経営管理を実行すること

ができない場合には、森林経営管理制度の活用を図り、森林所有者から経営管理権を取得した

上で、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に経営管理実施権を設定

するとともに、経営管理実施権の設定が困難な森林及び当該権利を設定するまでの間の森林に

ついては、森林環境譲与税を活用しつつ、市町村森林経営管理事業を実施することにより、適

切な森林の経営管理を推進する。 

経営管理権集積計画又は経営管理実施権配分計画の作成に当たっては、本計画に定められた

公益的機能別施業森林や木材の生産機能維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林等に

おける施業の方法との整合性に留意する。 

経営管理権又は経営管理実施権の設定された森林又は設定が見込まれる森林については、当

該森林の状況等に応じて公益的機能別施業森林又は木材の生産機能維持増進を図るための森林

施業を推進すべき森林の区域に位置付けるとともに、市町村森林経営管理事業を行った森林に

ついては、必要に応じ保安林指定に向けた対応を行い、当該区域において定める森林施業等の

確実な実施を図る。 

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として本計画に定められ、

木材生産が特に社会的に要請される森林について、経営管理意向調査、森林現況調査、経営管

理権集積計画の作成等を優先させる。 

 
５ その他必要な事項 

   該当なし 

 

  



19 
 

第７ 森林施業の共同化の促進に関する事項 

 
１ 森林施業の共同化の促進に関する方針 

   本市のように、森林所有面積５ｈａ未満の林家が９０％を占めている場合、個々人におい

て森林を維持、管理していくことは、非常に困難である。したがって、森林所有者、市、

県、農林事務所やその他関係機関が一体となって、計画的、効果的な森林施業を推進すると

ともに、各森林所有者が共同して森林整備を行っていくための合意形成に努める。 

 

２ 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策 

小規模な森林所有者が大多数を占める本市では、個人的に森林整備を計画的に実施していく

ことは困難であるため、森林所有者間の連携を深め、共同化して森林施業を行っていくことが

効果的である。 

その方策として、施業実施協定の締結を促進し、造林、保育及び間伐等の森林施業を森林組

合等に委託することにより、計画的な森林整備を推進するよう努める。 

 
３ 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

森林施業の共同化を効果的に推進するため、共同して森林施業を実施する上で留意すべき事

項について、次のとおりとする。 

（１）共同して森林施業を実施しようとする者（以下「共同施業実施者」という。）は、一体と

して効率的に施業を実施するのに必要な森林作業道、土場、作業場等の施設の設置及び維持

管理の方法並びに利用に関し必要な事項をあらかじめ明確にしておくこと。 

（２）共同施業実施者は、共同して実施しようとする施業の種類に応じ、労務の分担又は相互提

供、林業事業体への共同による施業委託、種苗その他の共同購入等共同して行う施業の実施

方法をあらかじめ明確にしておくこと。 

（３）共同施行実施者の一が（１）または（２）により明確にした事項につき遵守しないことに

より、他の共同施行実施者に不利益を被らせまたは森林施業の共同化の実効性が損なわれる

ことのないよう、あらかじめ、施業の共同実施の実効性を担保するための措置についてあら

かじめ明確にしておくこと。 

 
４ その他必要事項 

   該当なし 
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第８ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

 
１ 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項 

効率的な森林施業を推進するための林地の傾斜区分や搬出方法に応じた路網密度の水準の目

安を次表のとおりとする。 

なお、路網密度の水準については、木材搬出予定箇所に適用されるものであって、尾根、渓

流、天然林等の除地には適用しない。 

区分 作業システム 
路網密度(ｍ／ｈａ） 

基幹路網 細部路網 合 計 

緩傾斜地 

（0°～15°） 
車両系作業システム ３５以上 ７５以上 １１０以上 

中傾斜地 

（15°～30°） 

車両系作業システム ２５以上 ６０以上 ８５以上 

架線系作業システム ２５以上 ― ２５以上 

急傾斜地 

（30°～35°） 

車両系作業システム １６以上 
４４〈３４〉 

以上 

６０〈５０〉 

以上 

架線系作業システム １６以上 ４以上 
２０〈１５〉 

以上 

急峻地 

（35°～  ） 
架線系作業システム ５以上 ― ５以上 

注１ 「架線系作業システム」とは、林内に架設したワイヤーロープに取り付けた搬器等を移動さ

せて木材を吊り上げて集積するシステム。 

２ 「車両系作業システム」とは、林内にワイヤーロープを架設せず、車両系の林業機械により

林内の路網を移動しながら木材を集積、運搬するシステム。 

３ 「急傾斜地」の〈 〉書きは、広葉樹の導入による針広混交林など育成複層林への誘導する

森林における路網密度。 

 

また、地形傾斜に応じた搬出方法及び路網と高性能林業機械を組み合わせた効率的な作業シ

ステムは次表のとおりとする。 

区分 
作業 

システム 

最大到達距離（ｍ） 作業システムの例 

基幹路網

から 

細部路網

から 
伐採 

木寄せ・ 

集材 

枝払い・ 

玉切り 
運搬 

緩傾斜地 

（0～15°） 
車両系 150～200 30～75 ﾊｰﾍﾞｽﾀ ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ ﾌﾟﾛｾｯｻ 

ﾌｫﾜｰﾀﾞ 

ﾄﾗｯｸ 

中傾斜地 

（15～3

0°） 

車両系 

200～300 

40～100 
ﾊｰﾍﾞｽﾀ 

ﾁｪｰﾝｿｰ 

ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ 

ｳｲﾝﾁ 
ﾌﾟﾛｾｯｻ 

ﾌｫﾜｰﾀﾞ 

ﾄﾗｯｸ 

架線系 100～300 ﾁｪｰﾝｿｰ ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｾｯｻ 
ﾌｫﾜｰﾀﾞ 

ﾄﾗｯｸ 
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急傾斜地 

（30～3

5°） 

車両系 

300～500 

50～125 ﾁｪｰﾝｿｰ 
ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ 

ｳｲﾝﾁ 
ﾌﾟﾛｾｯｻ 

ﾌｫﾜｰﾀﾞ 

ﾄﾗｯｸ 

架線系 150～500 ﾁｪｰﾝｿｰ 
ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ 

ﾀﾜｰﾔｰﾀﾞ 
ﾌﾟﾛｾｯｻ 

ﾌｫﾜｰﾀﾞ 

ﾄﾗｯｸ 

急峻地 

（35°～） 
架線系 500～1500 500～1500 ﾁｪｰﾝｿｰ ﾀﾜｰﾔｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｾｯｻ ﾄﾗｯｸ 

 
２ 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 

    

路網整備等推

進区域 

面積 

（ｈａ） 

開設予定路線 開設予定延長 

（ｍ） 

対図番号 備考 

該当なし      

 

３ 作業路網の整備に関する事項 

（１） 基幹路網に関する事項 

ア 基幹路網の作設に係る留意点 

安全の確保、土壌の保全等を図るため、適切な規格・構造の路網の整備を図る観点等か

ら、路網整備に当たっては、林道規程（昭和４８年４月１日付け４８林野道第１０７号林

野庁長官通知）及び林業専用道作設指針（平成２２年９月４日付け２２林整整第６０２号

林野庁長官通知）を基本として、山口県林業専用道作設指針（平成２３年４月８日制定）に

則り開設する。 

 

イ 基幹路網の整備計画 

  該当なし 

 

ウ 基幹路網の維持管理に関する事項 

     基幹路網の維持管理に当たっては、「森林環境保全整備事業実施要領」（平成１４年３

月２９日付け１３林整整第８８５号林野庁長官通知）、「民有林林道台帳について」（平

成８年５月１６日付け８林野基第１５８号林野庁長官通知）等に基づき、管理者を定め、

台帳を作成して適切に管理する。 

 

（２） 細部路網に関する事項 

ア 細部路網の作設に係る留意点 

継続的な使用に供する森林作業道の開設に当たっては、基幹路網との関連の考え方や丈 

夫で簡易な規格・構造の路網を整備する観点等から、森林作業道作設指針（平成２２年１

１月１７日付け林整整第６５６号林野庁長官通知）を基本として、山口県森林作業道作設

指針（平成２３年３月３１日制定）に則り開設する。 

 

イ 細部路網の維持管理に関する事項 

 細部路網の維持管理に当たっては、山口県森林作業道作設指針（平成２３年３月３１日

制定）等に基づき適切に管理する。 

 

４ その他必要な事項 

該当なし  
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第９ その他必要な事項 

１ 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

（１）林業に従事する者の養成及び確保の方針 

本市の林業経営は、規模の零細なものが多く、また林業の採算性の悪化等林業を取り巻く

厳しい状況により林業経営意欲の低下、所有森林への関心が減退しており後継者の確保が難

しい状況にある。このままの状況では担い手不足による森林の荒廃が進むと考えられ、林業

就業者の確保は重要な課題である。 

このため、林業就業者の労働環境、生活環境の整備を図り、情報や学習機会の提供により

林業就業者や林業研究グループの育成を行う。 

また、森林組合等を育成するため、安定的な事業量の確保に努めるとともに、経営の多角

化等による組織、経営基盤の強化を推進する等、体質強化を図る。 

  

（２）林業就業者及び林業後継者の育成方策 

ア 林業就業者の養成 

機械化による労働強度の軽減等により、雇用の長期化、安定化を図り、若年従事者の参

入を促進する。 

また、林業就業者に対する研修を実施し、知識・技能を修得させ、資質の向上を図る。 

 

イ 林業後継者等の養成 

本市では、林業を専業としている林家は少なく、農業との兼業で森林施業を行っている

状況である。 

県内外の木材市況の動向把握に努め、情報提供するとともに、木材消費の開拓について

検討し、林業経営の魅力を高めるように努める。 

 

（３）林業就業者及び林業後継者の確保 

林業に従事する者の確保にあたっては、就業相談会の開催、就業体験等の実施及び技能・

技術の習得のための計画的な研修の実施等による林業就業者のキャリア形成支援により、段

階的かつ体系的な人材育成を促進するとともに、県が定める「林業労働力の確保の促進に関

する基本計画」を踏まえ、林業労働力の確保に総合的に取り組む。 

また、林業従事者の通年雇用化や社会保険の加入促進、技能等の客観的評価の促進等によ

り、他産業並みの労働条件の確保等雇用管理の改善並びに事業量の安定確保、生産性の向上

等による事業の合理化を一体的・総合的に促進するとともに、その支援体制の整備に努める。 

 

（４）林業事業体の経営体質強化方策 

経営方針を明確化し、森林組合等の事業連携等や林業経営体の法人化・協業化等の促進

を通じた経営基盤及び経営力の強化等により、長期にわたり持続的な経営を実現できる林

業経営体を育成するとともに、林家等に対する経営手法・技術の普及指導に積極的に取り

組むことで事業体等の体質強化を図る。 
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２ 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 

（１）林業機械の導入の促進方針 

近年の森林に対する公益的機能の発揮に対する住民の期待が高まっている一方で、林業生

産活動の停滞、林業就業者の減少等により森林の管理等が困難な現状において、生産性の向

上及び労働強度の軽減を図るため、林業機械の作業仕組みの普及啓発等を推進していく。 

また、林道及び作業路の整備等の基盤整備を積極的に推進する。 

 

（２）高性能機械を主体とする林業機械の導入目標 

作業の種類 現状（参考） 将来 

伐倒 チェーンソー チェーンソー、ハーベスタ 

造材 チェーンソー チェーンソー、プロセッサ、ハーベ

スタ 

集材（緩傾斜地） グラップル グラップル 

集材（急傾斜地） グラップル スイングヤーダ、タワーヤーダ 

搬出 フォワーダ、林内作業車 フォワーダ、林内作業車 

地拵え 刈払機、チェーンソー グラップル、刈払機、チェーンソー 

 

３ 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 

  （１）木材加工・流通体制の整備 

本市の素材生産は、少量、分散、間断的で、出材ロットが小さいため、計画的な木材生産

を行うには、流通、加工コストの低減が重要な課題となっている。 

本市では、間伐材の利用等も含め、木材生産基盤・流通基盤ともに十分な体制が取れてい

るとは言えず、これら生産・流通・販売等が一体となった基盤の整備に努める。 

また、合法的に伐採されたことが確認できた木材・木材製品を消費者・実需者が選択でき

るよう、令和５年に改正された合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成２

８年法律第４８号）に基づき、合法伐採木材等の流通及び利用について、関係者一体となっ

て推進するよう努める。 

特用林産物における主体はしいたけ生産であるが、生産量は生しいたけ２．８ｔと少量で

あるため、農林家の自家消費のみとなっている。 

 

（２）林産物の生産（特用林産物）・流通・加工販売施設の整備計画 

施設の種類 

現   状（参考） 計        画 

備考 

 

位置 規模  対図番号 位置 規模 対図番号 

該当なし        
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Ⅲ 森林の保護に関する事項 
第１ 鳥獣害の防止に関する事項 

１ 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

（１）区域の設定  

   対象鳥獣の種類 森林の区域 面積（ha） 

設定なし   

 

（２）鳥獣害の防止の方法 

    該当なし 

 

２ その他必要な事項 
    該当なし  
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第２ 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する

事項 
１ 森林病害虫等の駆除及び予防の方法 

（１）森林病害虫等の駆除及び予防の方針及び方法 

森林病害虫等の駆除及び予防について、森林病害虫等による被害の未然防止、早期発見及

び早期駆除に努める。 

松くい虫被害については、年々、松が松くい虫に侵されて駆除対象となる松が減少してい

るが、放置すると被害の拡大や被害木の倒伏・山地崩壊を招くおそれがあるため、適切な措

置を講ずることとし、守るべき森林のエリアを限定して、枯損木整理、伐倒駆除、薬剤処理

を集中的かつ効果的に実施する。 

なお、森林病害虫等のまん延防止のため緊急に伐倒駆除する必要が生じた場合等について

は、森林所有者等に対して伐採の促進に関する指導等を行う。 

 
（２）その他 

森林病害虫等による被害の未然防止、早期発見及び早期駆除に向け、森林所有者等に対し

て森林病害虫に関する情報提供等を行うとともに、県、森林組合等と連携のもと、的確な被

害状況の把握に努める。 

また、市・森林組合を中心として、森林病害虫防除の円滑な実行を確保する。 

 
２ 鳥獣害対策の方法（第１に掲げる事項を除く。）   

   野生鳥獣による森林被害については、その防止に向け、鳥獣保護管理施策や農業被害対策と

の連携を図りつつ、広域的な防除措置を総合的かつ効果的に推進する。 

  また、野生鳥獣との共存にも配慮した針広混交林の整備、野生鳥獣と地域住民の棲分けに配

慮した緩衝帯の整備等を推進する。 
 
３ 林野火災の予防の方法   

   林野火災を未然に防止するため、森林の巡視、森林利用者の防火意識の向上に努める。 

   また、防火線、防火樹帯等の整備を推進するとともに防災施設として林道等の活用を図る。 

 
４ 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項   

  森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合は、防府市火入れに関する条例（昭和 

６０年３月２７日制定）及び防府市火入れに関する条例施行規則（昭和６０年３月２８日制定）

に定める手続き、その他必要な事項に従って実施する。 
 
５ その他必要な事項 

（１） 病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき森林 

  

森林の区域 備 考 

該当なし  

 

（２）その他 

森林所有者等は、巡視等により森林災害の早期発見に努め、適宜必要な応急措置（通報

等）を講ずる。 
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Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項 
 １ 保健機能森林の区域 

 

森林の所在 森 林 の 林 種 別 面 積 (ha) 

備 考 位 置 林小班 
 合計 人工林 天然林 

無 立 

木 地 
竹林 その他 

該当なし          

 

２ 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項 

 

施業の区分 施   業   の   方   法 

該当なし  

 

 ３ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項 

   該当なし 

 
（１） 森林保健施設の整備 

施  設  の  整  備 

該当なし 

 
 

（２） 立木の期待平均樹高  

樹  種 期待平均樹高（ｍ） 備       考 

該当なし   

 
４ その他必要な事項 

   該当なし 
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Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 
１ 森林経営計画の作成に関する事項 

（１）森林経営計画の記載内容に関する事項 

   森林経営計画を作成するに当たり、次に掲げる事項について適切に計画するものとする。 

ア Ⅱの第２の３の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の植栽 

イ Ⅱの第４の公益的機能別施業森林等の施業方法整備に関する事項 

ウ Ⅱの第５の３の森林の施業又は経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項及びⅡの

第６の３の共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

エ Ⅲの森林病害虫の駆除又は予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項 

なお、経営管理実施権が設定された森林については、経営管理実施権配分計画が公告され

た後、林業経営者は、当該森林について森林経営計画の作成に努める。 

 

 
（２）森林法施行規則第 33 条第１号ロの規定に基づく区域 

 路網の整備の状況その他の地域の実情からみて、造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体

として効率的に行うことができると認められる区域を次のとおり定める。 

 

 

  

区域 林班 区域面積(ha) 

台道・切畑 １～２４ 

参考 林班数２４ 

１,１９５．０８ 

 

佐野・大崎 

 

２５～３７ 

参考 林班数１３ 

６１１．０９ 

高井・下右田 

上右田（佐波川左岸） 

３８～５８ 

参考 林班数２１ 

１,１７２．１９ 

鈴屋・奈美・中山 ５９～７８ 

参考 林班数２０ 

１,１３８．１４ 

奥畑・久兼 ７９～１０７ 

参考 林班数２９ 

１,５４９．０３ 

和字・真尾 

 

１０８～１２６ 

参考 林班数１９ 

９８１．４７ 

牟礼・江泊・東佐波令 

上右田（佐波川右岸） 

１２７～１４７ 

参考 林班数２１ 

１,２８３．４４ 

富海 

 

１４８～１６０ 

参考 林班数１３ 

７５７．７５ 

向島 

 

１６１～１７２ 

参考 林班数１２ 

６２５．４８ 

西浦・田島 

 

１７３～１８２ 

参考 林班数１０ 

３１２．４０ 

野島 

 

１８４ 

参考 林班数１ 

２９．４２ 
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２ 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項 

土地の形質の変更に当たっては、調和のとれた快適な地域環境の整備を推進する観点に立っ

て森林の適正な保全と利用との調整を図ることとし、地域における飲用水等の水源として依存

度の高い森林、良好な自然環境を形成する森林等安全で潤いのある居住環境の保全及び形成に

重要な役割を果たしている森林の他用途への転用は、極力避ける。 

また、土石の切取り、盛土その他の土地の形質の変更を行う場合には、気象、地形及び地質

等の自然的条件、地域における土地利用及び森林の現況並びに土地の形質変更の目的及び内容

を総合的に勘案し、実施地区の選定を適切に行う。 

さらに、土砂の流出又は崩壊、水害等の災害の発生をもたらし、又は地域における水源の確

保、環境の保全に支障を来すことのないよう、その態様等に応じ、法面の緑化、土留工等の防

災施設及び貯水池等の設置、環境の保全等のための森林の適正な配置等の適切な措置を講ず

る。 

なお、太陽光発電設備を設置する場合には、小規模な林地開発でも土砂流出の発生割合が高

いこと、太陽光パネルによる地表面の被覆により雨水の浸透能や景観へ及ぼす影響が大きいこ

と等の特殊性を踏まえ、許可が必要とされる面積規模の引き下げや適切な防災施設の設置、森

林の適正な配置など開発行為の許可基準の適正な運用を行うとともに、地域住民の理解を得る

ための取組の実施等に配慮する。 

加えて、盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律

第191号）の厳正な運用に努めること。 

 
３ 生活環境の整備に関する事項 

 適切な森林整備により森林の多面的な機能の維持管理を図る上で、地域への定住や都市との 

交流など地域振興を図ることが重要であることから、生活環境保全林等の維持管理に努めると 

ともに、多様な利活用について検討する。 

 
４ 森林整備を通じた地域振興に関する事項 

地域林業の活性化を図るため、地域材の利活用を推進する。 
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５ 森林の総合利用の推進に関する事項 

 
森林の総合利用施設の整備計画 

施設の種類 
現  状（参 考） 将    来 対 図 

番 号 位  置 規  模  位 置   規    模 

三谷森林公園 

 

 

 

 

矢筈森林公園 

 

 

 

 

天神山森林公園 

上右田 

字三谷 

灌水施設 

管理道 

遊歩道 

下右田 

字下迫 

灌水施設 

管理道 

遊歩道 

東佐波令 

字天神山 

灌水施設 

管理道 

遊歩道 

区域面積

397.4ha 

1基 

2,260m 

5,624m 

区域面積 

       85.3ha 

 1基 

1,630m 

3,347m 

区域面積 

16.6ha 

1基 

225m 

2,050.2m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
６ 住民参加による森林の整備に関する事項 

（１） 地域住民参加による取組に関する事項 

佐波川流域大平山ふれあいの森づくりを年３回実施し、林業体験等を経験することにより、

参加者が山や森などの自然の大切さを学び自然保護への関心を高めることを推進する。 

（２） 上下流連携による取組に関する事項 

本市の中央を流れる１級河川佐波川は、山口市徳地柚木等を源に、山口市徳地地域、防府  

市を流域にして、延長５６ｋｍ、流域の山林面積は約３,６００ｈａを有している。 

今後も「人と森とのハーモニー」をテーマとして、上流と下流との交流を図るため、水

源の探訪、水源の森造成等への住民の積極的な参加の促進に努める。 

（３） その他 

森林管理に関わる、将来を見越した森林整備を進めるため、森林所有者の意向調査によ 

り地元に密着した森林整備を推進する。 

 

７ 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項 

森林所有者から経営管理権を取得し、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林

業経営者に経営管理実施権を設定する。 

経営管理実施権の設定が困難な森林及び当該権利を設定するまでの間の森林については、森

林環境譲与税を活用しつつ、市町村森林経営管理事業を実施する。 

 

 

 

 

１ 

２ 

３ 
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８ その他必要な事項 

   

     

公益的機能別施業森林の区域   

区分 森林の区域 面積(ha) 

水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を

推進すべき森林 
別表１による 6,377.32 

土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持

増進を図るための森林施業を推進すべき森林 
別表１による 2,689.24 

快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林

施業を推進すべき森林 
別表１による 199.80 

保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進

すべき森林 
別表１による 318.25 

その他の公益的機能の維持増進を図るための森林施業

を推進すべき森林 
該当なし - 

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推

進すべき森林 
別表１による 1,060.16 

  

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業

を推進すべき森林のうち、特に効率的な施業が可

能な森林 

該当なし - 

     

施業の方法別の公益的機能別施業森林の区域     

施業の方法 森林の区域 面積(ha) 

伐期の延長を推進すべき森林 別表２による 6,377.32 

長伐期施業を推進すべき森林 別表２による 3,207.29 

複層林施業を

推進すべき森

林 

複層林施業を推進すべき森林（択伐に

よるものを除く） 
該当なし - 

択伐による複層林施業を推進すべき森

林 
別表２による - 

特定広葉樹の育成を行う森林施業を推進すべき森林 該当なし - 

 

 


